
660,000千円

単位：千円

障 害 者 福 祉 事 業 1,751,045 1,063,304 0 37,225 63,401 587,115

高 齢 者 福 祉 事 業 216,025 1,830 14,700 18,482 17,642 163,371

児 童 福 祉 事 業 4,514,195 1,699,736 27,700 464,714 226,313 2,095,732

母 子 福 祉 事 業 49,902 24,210 0 1,310 2,376 22,006

生 活 保 護 扶 助 事 業 1,190,343 882,624 0 6,014 29,405 272,300

そ の 他 78,534 1,026 0 4,886 7,078 65,544

小　　計 7,800,044 3,672,730 42,400 532,631 346,215 3,206,068

国 民 健 康 保 険 事 業 594,000 268,132 0 0 31,760 294,108

介 護 保 険 事 業 939,265 0 0 4,233 91,131 843,901

後期高齢者医療事業 1,170,200 161,505 0 0 98,310 910,385

小　　計 2,703,465 429,637 0 4,233 221,201 2,048,394

高 齢 者 医 療 事 業 229,838 93,195 0 20,000 11,369 105,274

疾 病 予 防 事 業 271,129 3,811 0 16,505 24,445 226,368

健 康 増 進 事 業 495,005 10,773 0 22,266 45,025 416,941

母 子 保 健 事 業 92,586 5,486 0 643 8,426 78,031

診 療 所 運 営 事 業 55,862 0 0 21,805 3,319 30,738

小　　計 1,144,420 113,265 0 81,219 92,584 857,352

11,647,929 4,215,632 42,400 618,083 660,000 6,111,814
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充当額 その他

平成２６年４月に消費税率が引き上げられたことによる増収分については、地方税法第７２条の

１１６により、「消費税法第１条第２項 に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会

保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものとする。」とされており、

各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し、充当しています。

財源内訳

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の状況
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特定財源 一般財源

充当対象事業 事業費

国県支出金 市債 その他

地方消費税交付金（社会保障財源化分）予算額　


